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事業用定期借地権設定契約書（案） 

 

 賃貸人立川市（以下「甲」という。）と賃借人〇〇〇〇〇（以下「乙」という。）とは、旧

若葉小学校跡地利活用事業（以下「本事業」という。）のために、甲所有の別紙物件明細書

記載の土地（以下「本件土地」という。）について、借地借家法（平成３年 10 月４日法律第

90 号。以下「法」という。）第 23 条第２項に規定する事業用定期借地権（以下、「本件借地

権」という。）の設定に関する契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 本協定は、本事業の円滑な遂行を図ることを目的に、本事業に係る基本的事項を定

めるとし、甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの協定を履行しなければならない。 

 

（目的） 

第２条 甲は、本件土地に関し令和 年 月 日に甲及び乙が締結した「旧若葉小学校活用

事業に関する基本協定書」（以下、「基本協定書」という。）第３条３項により甲が承認し

た事業計画書（以下「事業計画書」）という。）に定める。）に基づく乙による事業の実施

を目的として乙に対して本件土地を賃貸し、乙はこれを甲から賃借する。 

２ 乙は、前項の使用目的を変更してはならない。ただし、乙が書面による変更の申し出を

行い、甲が一部の変更をやむを得ないと認め、書面による承認を得た場合はこの限りでは

ない。 

３ 本件借地権は、建物所有を目的とする賃借権とする。 

４ 本契約により設定される本件借地権については、契約の更新（更新の請求及び土地の使

用の継続によるものを含む。）又は建物の築造による存続期間の延長はなく、また、乙は

甲に対する建物買取請求権を有しないものとする。 

３ 本契約については、法第３条から第８条まで、法第 13 条（建物買取請求権）及び法第

18 条（建物の再築の許可）の規定の適用はなく、民法（明治 29 年法律第 89 号）第 619

条の規定の適用はないものとする。 

 

（用途指定） 

第３条 乙は、本件借地権の存続期間中、本件土地及び本件土地に存する建物（以下、「本

件建物」という。）を次の用途（以下、「指定用途」という。）に供しなければならない。 

  用 途 〔提案内容に基づいて記載〕 

２ 乙は、事業計画書に基づき、本件土地及び本件建物（併せて以下「本件土地等」という。）

を令和 年 月 日（以下、「指定期日」という。）までに指定用途に供しなければならな

い。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾がある場合は、この限りでない。 

３ 乙は、毎年度４月末日までに前年度の事業実施計画に基づく本件土地の使用状況や活
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動報告について書面により甲に報告しなければならない。 

 

（存続期間） 

第４条 本件借地権の存続期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの 20 年間 

とする。 

２ 本件借地権については、契約の更新を行わない。ただし、前項で定める存続期間の満了

する２年前までに、乙から新たな事業用定期借地権設定契約の締結の申出がある場合は、

甲は協議に応じることがある。 

３ 前項に定める協議を行うことは、甲に対し再契約の義務又は借地の継続使用を承諾す

る義務を課すものではない。 

 

（引渡） 

第５条 甲は、乙が第９条第１項に定める保証金を甲に対して全額預託したときに、現状有

姿で本件土地を乙に引き渡したものとする。 

２ 前項に定める本件土地引渡し後における排水、上・下水道、電気及びガスの引込み等本

件土地の使用に必要な処置については、それぞれの監理者若しくは事業者と協議し、すべ

て乙の負担と責任において行うものとする。 

 

（賃料） 

第６条 賃料は、年額金     円とする。 

２ 賃料の起算日は、存続期間開始日とする。ただし、月の借地期間が１か月に満たないと

きは、その月の日数による日割り計算で算出する。この場合において、１か月は 30 日と

する。 

３ 甲は、本契約期間中であっても、公租公課、物価又は地価の上昇その他の経済情勢の変

動等により、本件土地の賃料が不相当と認められるに至ったときは、原則として５年ごと

に賃料を改定することができる。 

 

（賃料の納付） 

第７条 乙は、前条に定める賃料を、毎年度、次の表に定めるとおり、甲の発行する納入通 

知書により、甲の指定する金融機関に納付しなければならない。 

区分 賃料の期間 支払期日 

前期 ４月１日から９月 30 日まで年額の二分の一相当分の賃料 ４月 30 日 

後期 10 月１日から３月 31 日まで年額の二分の一相当分の賃料 10 月 31 日 

２ 甲は、前項の支払期日の定めにかかわらず、必要に応じて、納入通知書により別に支払 

期日を定めることができる。この場合、乙は、当該納入通知書に基づき賃料を支払う。 

４ 上記支払期日が土曜日にあたる場合はその翌々日を支払期日とし、また、支払期日が休
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日にあたる場合は、その翌日を支払期日とする。 

 

（遅延損害金） 

第８条 乙は、第６条の賃料を第７条に定める支払期日までに支払わなかったときは、支払 

期日の翌日から支払日までの日数に応じて、当該未納賃料額に対する年 14.6%の利率で

計算した遅延損害金を、甲の発行する納入通知書により甲の指定する金融機関に甲の指

定する期日までに支払わなければならない。ただし、閏年についても１年を３６５日とし

て計算する。 

 

（保証金） 

第９条 乙は、本契約から生ずる甲に対する債務を担保するため、金     円（賃料の

年額に相当する額）を保証金として、甲の発行する納入通知書により甲の指定する金融機

関に預託しなければならない。 

２ 乙が預託した保証金は、乙の甲に対する未払い債務、第 27 条第１項に規定する損害賠

償その他本契約に基づき乙が負担すべき一切の債務及び本件土地等、工作物等の除去そ

の他第 23条に規定する更地返還を懈怠した際に要する費用等に対する甲の債権の一切を

担保するものとする。 

３ 本契約の終了に伴い乙が本件土地を甲に返還した場合において、甲は、本契約に関して

生じた乙の未払債務があるときは当該保証金の額からその未払債務額及び損害賠償の額

を差し引いた金額を、乙に未払債務がないときは当該保証金の全額を遅滞なく乙に返還

しなければならない。この場合において、乙が第１項の規定により預託した保証金額が前

項の規定により担保する金額に満たない場合、乙は、甲に対し、甲が指定する期日までに

その不足額を支払わなければならない。なお、第１項の規定により預託された保証金には、

利息を付さないものとする。 

４ 乙は、保証金返還請求権をもって、甲に対する賃料その他の債務と相殺することができ

ない。 

５ 乙は、甲の書面による承諾を得て第三者に本件借地権を譲渡し、かつ、これとともに甲

に対する保証金返還請求権を譲渡する場合を除いて、同請求権を譲渡することはできな

い。 

６ 乙は、保証金返還請求権に質権その他の担保権を設定することはできない。 

 

（用途制限等） 

第 10 条 乙は、本件借地権存続期間満了の日までに、本件土地等を次の各号に掲げる用に

供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、本件土地について地上権、賃借権そ

の他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。 

（１） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）
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第２条第１項に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業その

他これらに類する業の用。 

（２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条第２項に規定する暴力団の事務所その他これに類する施設の用。 

（３） 前号に定めるもののほか、反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために

利用する等公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用。 

 

（本件借地権の譲渡等） 

第 11 条 乙は、事前の甲の書面による甲の承諾なしに、本件借地権を譲渡してはならない。 

２ 乙は、本件借地権に係る土地を分割して譲渡すること、本件建物の所有権と分割して譲

渡すること、又は保証金返還請求権と分割して譲渡することはできない。ただし、あらか

じめ甲の書面による承諾がある場合は、この限りではない。 

３ 乙は、本件借地権を第三者に譲渡する場合には、本契約の内容を書面にて第三者に承継

させなければならない。 

４ 甲が第１項の承諾をしたときは、乙は、甲に対する保証金返還請求権を本件借地権の譲

受人に譲渡しなければならない。 

 

（本件土地の転貸等） 

第 12 条 乙は、事前の甲の書面による甲の承諾なしに、本件土地を、名目のいかんにかか

わらず第三者に転貸又は使用させてはならない。 

 

（本件土地に係る建物の増改築等） 

第 13 条 乙は、事前の甲の書面による甲の承諾なしに、本件土地に係る建物を新築、増築、

改築又は解体（以下「増築等」という。）してはならない。 

２ 前項の規定により甲が本件土地に係る増築等を承諾した場合において、甲が増築等の

内容について設計図面の提出を求めたとき、乙は遅滞なくこれに応じなければならない。 

３ 乙が行う増築等は、本件借地権の存続期間中に行うものとする。 

 

（本件建物の賃貸） 

第 14 条 乙は、事前の甲の書面による甲の承諾なしに、本件建物を賃貸してはならない。 

２ 乙が、甲の承諾を得て本件建物を第三者に賃貸する場合は次の各号をすべて満たさな

ければならない。 

 （１） 第三者と契約する契約書には、事業用定期借地権上の建物の賃貸借契約であるこ

とを明記すること。 

 （２） 第 23 条に規定する収去に伴い、建物の賃貸借契約が終了する旨を定めているこ

と。 
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３ 前項第１号の契約が締結された場合、乙は、甲から本件建物賃貸借契約書の提示を求め

られたとき、これに応じなければならない。 

４ 乙は、建物賃借人との賃貸借契約において法第 35 条の効果を生じさせないために、本

契約期間満了の１年前までに、本契約が満了する旨を、建物賃借人に通知しなければなら

ない。 

５ 甲は、建物賃借人に対し、本契約の終了時期を自ら通知できるものとし、乙はこれに異

議を述べない。 

 

（本件建物の譲渡） 

第 15 条 乙は、事前の甲の書面による甲の承諾なしに、本件建物を譲渡してはならない。 

 

（建物買取請求権等の放棄） 

第 16 条 乙は、本契約の終了に際し、本件土地に付属する建物・工作物等の買取りを、甲

に請求することはできない。 

２ 乙は、本契約の存続期間中、乙が本件土地を維持保全し、改良を加えた場合でも、乙は、

甲に対し、その費用を必要費又は有益費として償還請求することはできない。 

 

（本件借地権に係る担保権の設定） 

第 17 条 乙は、事前の甲の書面による甲の承諾なしに、本件借地権担保権を設定すること

はできない。 

２ 乙は、前項の規定により甲が本件借地権に対する担保権設定を承諾した場合であって

も、保証金返還請求権に対する担保設定をすることはできない。 

３ 甲は、第１項による承諾を受けた担保権の実行については担保権者と協議を行い、協定

を締結することができる。 

 

（事前承諾事項） 

第 18 条 乙は、事前の書面による甲の承諾なしに、次の各号の行為を行ってはならない。 

 （１） 本件土地の区画形質又は地盤高を変更すること。 

 （２） 本件土地への工作物の新設及び解体。ただし、軽微なものはこの限りでない。 

 

（保全義務） 

第 19 条 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって、擁壁及びフェンスを含む本件土地の

形状および立木の維持保全に努めなくてはならない。 

２ 乙は、本件土地の使用に関し、近隣所有者より苦情のある場合は、乙の負担と責任にお

いて解決しなければならない。 

３ 乙は、本件土地が天災地変その他の事由によって滅失又は毀損したときは、乙の負担で
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原状に回復し、又はその損害の賠償責任を負わなければならない。 

４ 本件土地の使用に伴う乙と第三者との紛争その他の諸問題は、すべて乙の負担と責任

において解決するものとする。 

 

（調査協力義務） 

第 20 条 甲は、本件借地権の存続期間中、随時、本件土地等について、乙の使用状況、営

業実績等について質問し、実地に調査し又は参考となるべき資料その他の報告を求める

ことができるものとする。この場合において乙は、調査、報告等を拒み又は妨げてはなら

ない。 

 

（甲による契約解除） 

第 21 条 甲は、乙が次の各号の一に該当することとなった場合には、相当の期間を定めて

催告のうえ、本契約を解除することができる。 

（１） 不渡処分、滞納処分、強制執行を受けたとき、又は競売、破産、民事再生の申立

てがあったとき。 

（２） 本件土地を第３条に定める指定用途以外の用途に使用したとき。 

（３） 第７条に規定する賃料の納付を怠ったとき。 

（４） 第 11 条に違反して、本件借地権を譲渡したとき。 

（５） 第 12 条に違反して、本件土地を第三者に転貸又は使用させたとき。 

（６） 第 13 条に違反して、本件土地に係る建物を増築等したとき。 

（７） 第 14 条に違反して、本件建物を賃貸したとき。 

（８） 第 15 条に違反して、本件建物を譲渡したとき。 

（９） 第 17 条に違反して、本件借地権に担保権を設定したとき。 

（10） その他本契約の規定に違反する行為があったとき。 

２ 甲は、乙が次の各号に掲げる者であることが判明したときには、何らの催告を要せず、

直ちに本契約を解除することができる。 

（１） 立川市契約における暴力団等排除措置要綱（平成 23 年２月 23 日要綱第 82 号）

第３条第１項各号に掲げる事項のいずれかまたは、立川市暴力団排除条例（平成 23

年 10 月 28 日条例第 14 号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定す

る暴力団員、同条第３号に規定する暴力団関係者に該当することが判明したとき。 

（２） 乙が暴力団員又は役員若しくは実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人

等、その他暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であるこ

とが判明したとき。 

（３） 本件土地を第 10 条に定める用途に使用したとき。 

３ 前２項の場合において、解除によって乙に損害が生じても、甲はその損害を賠償する責

任を負わないものとする。 
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４ 甲は、本件土地を甲において公用又は公共用に供するため必要が生じた場合は、地方自

治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の５第４項の規定に基づき、本契約を解除する

ことができる。 

 

（乙による契約解除） 

第 22 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由により、本件土地が滅失又は著し

く損傷した場合は、甲に対して本契約の解除を申し入れることができる。 

２ 甲は、前項に基づく申し入れに対し、正当な事由があると認めるときは、本契約の解除

を承諾し、書面によりその旨を通知する。この場合において、本契約は、乙の解除の申し

入れ後、６か月を経過したときに終了するものとする。 

 

（更地返還及び明渡し） 

第 23 条 本件借地権の存続期間の満了又は第 20 条若しくは第 21 条の規定により本契約

が終了する場合には、自己の費用をもって、甲の指定する期日までに、設置時期のいかん

を問わず、本件土地に存在する建物、工作物等（原則として基礎杭含み、擁壁及びフェン

スを除く。）及び備品を収去し、更地で甲に返還しなければならない。 

２ 本件借地権が存続期間の満了によって消滅する場合には、乙は、期間満了１年前までに、

本件建物の取り壊し等本件土地の返還に必要な事項（本件建物を第 14 条に基づき賃貸す

る場合にあっては建物賃借人の退去等を含む。）を書面により甲に報告し、了承を得るも

のとする。 

３ 乙は第１項に規定する本件土地の返還が遅延した場合には、返還すべき期日の翌日か

ら返還した日までの期日の日数に応じ、本契約終了時の年額賃料相当する損害金を甲に

支払わなければならない。 

４ 本契約の終了時において、甲が乙に対し、本件土地を第１項に規定する更地の状態に復

することなく本契約終了時の現状のままで明け渡すべきことを通知した場合、乙は、本件

土地を更地にする義務を免れる。この場合においても、乙は甲に対し、本件土地等の整地

や改良に要した費用を請求することはできない。 

 

（違約金） 

第 24 条 乙は、本件借地権の存続期間中に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、

甲の請求により、違約金として違反時の年額賃料に相当する金額を、甲が指定する期日ま

でに、甲の発行する納入通知書により、甲の指定する金融機関に納付しなければならない。 

（１） 第２条、第３条、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条、

第 17 条及び第 18 条に定める義務に違反した場合。 

（２） 第 19 条に定める義務に違反した場合において、甲がその状態を是正するため有

効な措置を講じるよう催告したにもかかわらず乙が有効な措置を講じないとき。 
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２ 前項の違約金の違約罰であって、第 24 条に規定する損害賠償額の予定又はその一部と

解釈しない。 

３ 第１項の規定は、第 20 条第１項に規定する甲の契約解除権の行使を妨げないものとす

る。 

 

（登記） 

第 25 条 甲は、本契約締結後、乙が本件借地権設定登記を行うために甲に協力を求めた場

合、これに協力するものとする。この場合、登記に要する費用は、乙の負担とする。 

２ 本件借地権の存続期間が満了した場合、第 20 条若しくは第 21 条の規定により本契約

が終了する場合には、乙は、自己の負担において本件借地権の抹消登記を完了させなけれ

ばならない。 

３ 乙が前項の規定による義務を履行しない場合には、甲は本件借地権の抹消登記に係る

手続を行うものとする。この場合の登記に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（契約不適合責任） 

第 26 条 乙は、借地契約締結後、本件土地に直ちに発見することができない借地契約の内

容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）があることが判明した場合、引渡し

の日から１年に限り、甲に対し、当該契約不適合に係る代金減額を請求できる。ただし、

履行の追完請求、損害賠償の請求はできない。 

２ 前項における代金減額の上限は、第５条に定める借地契約の期間における賃料の総額

に相当する額とする。 

３ 前２項における代金減額の請求額が、上限と同程度又は超過する場合、甲は、借地契約

を解除することができる。この場合、乙は甲に対し、当該解除を理由とした損害賠償を請

求することができない。 

 

（損害の賠償） 

第 27 条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害

に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 

２ 乙は、第 21 条第４項の規定に基づき本契約が解除された場合において、損失が生じた

ときは甲に対し地方自治法第 238 条の５第５項の規定に基づきその補償を請求すること

ができる。 

 

（契約の費用） 

第 28 条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。 
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（通知事項） 

第 29 条 乙は、次のいずれかの事由が生じたときは、甲に対して遅滞なくその旨を書面に

て通知しなければならない。 

 （１） 名称、主たる事務所の所在地又は連絡先・電話番号の変更したとき。 

 （２） 代表者を変更したとき。 

 （３） 解散したとき。 

 （４） 本事業の実施及び継続に、悪影響を及ぼす事由又はそのおそれのある事由が生じ

たとき。 

 

（協議事項） 

第 30 条 本契約に関する解釈の疑義又は本契約に定めのない事項については、甲と乙が協

議して、別途書面で定めるものとする。 

 

（裁判所轄） 

第 29 条 本契約から生じる一切の法律上の争訟については、東京地方裁判所立川支部を第

一審の専属的管轄裁判所とする。（甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管

轄裁判所とする。） 

 

（強制執行の認諾） 

第 31 条 乙は、本契約による金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述

した。 

 

 

 本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その

１通を保有する。 

 

 

令和  年  日 

 

東京都立川市泉町 1156 番地の９ 

甲  立 川 市 

                  代表者 立川市長  酒井 大史  

 

                   

               乙   
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物件明細書 

土地の表示 

所在 地目 公簿面積（平方メートル） 

立川市若葉町４丁目 24番地の１ 宅地 １６，２１６．８４ 

※公簿面積のうち、２，１５０平方メートルは若葉児童館、若葉学童保育所の移転用地とし

て甲が確保し、借地契約から除外します。 

 


